
掲 示 第 ６４ 号 

 

 

公   告 
 

保税蔵置場の許可について、関税法第４２条第３項の規定に基づき 

下記のとおり公告する。 

 

令和８年３月１８日 

 

長崎税関長  酒井 健太郎 

 

記 

 

１ 被許可者の名称及び住所 

三菱造船株式会社 

東京都港区芝五丁目３３番１１号 

 

２ 保税蔵置場の名称及び所在地 

三菱造船株式会社 香焼工場 保税蔵置場 

長崎県長崎市香焼町１８０番地 

 

３ 保税蔵置場の構造、棟数及び延べ面積 

鉄骨スレート１階建   １棟 

鉄骨スレート２階建   １棟の一部 

鉄骨造りテントハウス  ４棟 

計  ５,９２０.００平方メートル 

土地 ７２,５２５.７４平方メートル 

水面 １１,１２２.５１平方メートル 

 

合計 ８９,５６８平方メートル 

 

４ 蔵置する貨物の種類 

輸出入一般貨物、船用品、仮陸揚貨物 

 

５ 許可期間 

自 令和  ８年  ４月  １日 

至 令和  １１年   ３月 ３１日 


